
令和８年度 寝屋川市通いの場介護予防活動支援補助金 

 

 

☆  補助対象団体 ☆ 

   寝屋川市内で、地域住民の介護予防を目的とした通いの場を運営する団体の 

うち、下記の補助基準を全て満たす団体。 

① 満 65 歳以上の市民の実参加者が 10 人以上。 

② 定期的に通いの場を開催 

（概ね月２回以上で、１回あたり１時間以上） 

③ 活動内容に 15 分以上の体操を含む。 

④ 補助対象団体の代表者は、参加者である。 

⑤ 団体名、活動日時・場所等の公表、および新たに参加を希望する人を可能 

な範囲で受け入れることに同意する。 

 

☆  補助金の額 ☆ 

   予算の範囲内で、１団体あたり、通いの場の開催数に 1,000 円を乗じて得た額

（50 回開催の 50,000 円を上限）または補助対象経費の低い方の額。 

 

☆  補助対象経費の種類 ☆ 

   会場使用料、文具、印刷（コピー）、講師（参加者を除く）への謝礼等 

※対象にならない経費もあります（飲食料費、交通費等） 

 

☆  補助対象となる活動期間☆ 

交付申請を行った月の初日から令和９年３月 31 日まで 

 

 

 

 

 

 

 

詳しくは、募集要項をご覧ください。 

申請手続・提出時期等については、裏面をご覧ください。 

 



申請手続 ・ 提出時期等 

（交付申請） 

☆ 提出時期 ： 令和８年４月 15 日（水）から令和９年２月 26 日（金） 

☆ 提出書類 

  ① 寝屋川市通いの場介護予防活動支援補助金交付申請書 (様式１) 

  ② 収支予算書 (様式２) 

  ③ 参加者名簿 (様式３) 

補助対象となる活動期間は、交付申請を行った月の初日から令和９年３月 31 日 

までです。申請した内容が変わる時は、高齢介護室へご連絡ください。 

（実績報告） 

☆ 提出時期 ： 令和８年度の活動終了日から２週間以内 

（最終提出期限：令和９年４月 14 日(水)） 

☆ 提出書類 

① 寝屋川市通いの場介護予防活動支援補助金実績報告書 (様式４) 

② 収支決算書 (様式５) 

③ 参加者出欠表 (様式６) 

④ 領収書（様式７） 

※１万円以上の備品等を購入した場合は、備品本体及び保管場所等のわかる 

写真付き資料の添付必要 

審査の上、確定通知と一緒に請求書の様式を送ります。 

（請求） 

☆提出時期 ： 令和９年４月中 

☆提出書類 ： 寝屋川市通いの場介護予防活動支援補助金交付請求書 

寝屋川市 福祉部 高齢介護室 地域支援担当 

〒572-8566 寝屋川市池田西町 24 番５号 

      ： ０７２－８３８－０３７２  FAX ： ０７２－８３８－０１０２ 

E-mail kaigo@city.neyagawa.osaka.jp 

mailto:kaigo@city.neyagawa.osaka.jp

